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業務説明資料 

 
本説明資料に記載した内容には、現在検討中の事項も含まれるが、当該条件は

本プロポーザルにおける提案の前提とするものであり、本条件を前提とした提
案が行われない場合は、選定対象外となる可能性がある。なお、将来の業務実施
においては、別途協議の上、条件が変更される場合がある。 
１ 件名 

横浜市ふるさと納税寄附管理等業務委託 一式 
 

２ 契約期間 

令和８年２月１日（予定）から令和９年３月 31日まで 
契約期間のうち令和８年２月１日から令和８年３月 31日までの間は、令和

８年４月１日から委託業務が開始できるように準備を行う期間とし、委託業務
を実施する期間は、令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。な
お、準備を行う期間の経費は受託者側での負担とし、準備を行う期間に支払い
は発生しないものとする。 

 
３ 履行場所 

横浜市中区本町６丁目 50番地の 10  
横浜市役所政策経営局財源確保推進課 その他、横浜市が指定する場所 

 
４ 業務目的 

横浜市（以下、「本市」という。）が実施するふるさと納税に係るポータルサ
イト（以下、「ポータルサイト」という。）の運営、寄附の受付、寄附情報等の
管理、返礼品の発注・発送管理、寄附者対応、寄附金受領証明書等の発送、ワ
ンストップ特例申請受付、返礼品開発等を、民間事業者が持つ体制やノウハウ
を活用し、事務の効率化を図るとともに、本市の魅力発信及び寄附金の増加を
図ることを目的とする。 

 
５ 前提条件 

(1) ポータルサイトの運用・管理に関する業務 
ア 本市が利用しているポータルサイト（以下、「5(1)イ」を含む）での寄附
受付を前提とした業務遂行が可能であること。令和７年９月現在、本市が利
用しているポータルサイトは、次の表のとおりである。また、今後、ポータ
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ルサイトは増減する場合がある。 
①  ふるさとチョイス（パートナーサイトを含む） 
②  楽天ふるさと納税 
③  ふるなび 
④  一休.com ふるさと納税（パートナーサイトを含む） 
⑤ G-Callふるさと納税 
⑥ さとふる（パートナーサイトを含む） 
⑦ JRE MALLふるさと納税 
⑧ ANAのふるさと納税 
⑨ JALふるさと納税 
⑩    どこでも納税 
⑪ ふるさと応援納税 
⑫ Amazonふるさと納税 
上表に追加して使用する「ポータルサイト」については、委託業務を受託

する者（以下、「受託者」という。）の提案により、本市との協議の後、決定
する。   
なお、提案のあったポータルサイトの運営事業者及び寄附金納付事務事業

者との契約は、本市と当該事業者との間で直接締結するものとする。 
また、本業務の受託にあたり、受託者とポータルサイトの運営事業者及び

寄附金納付事務事業者との間で直接契約等が必要な場合は、本市と協議の上、
疑義等が生じないよう関係者間で契約条件等を確認すること。本市とポータ
ルサイトの運営事業者との契約開始時期は本市が決定する。 

イ アの他、主に返礼品なしの寄附を受け付ける、本市独自のふるさと納税サ
イト（以下、「独自サイト」という。）において、寄附受け付けを前提とした
業務遂行が可能であること。 
現在、本市においては、株式会社Workthyが提供する「ふるさと生活」を

活用し、寄附受付を行っているが、新たに同サイトと同等以上の機能を持つ
サイトを提案することも可能である。その際は、受託者の責任において本市
の利用環境の構築を行うとともに、その構築費用については委託料に含むこ
と。また、令和 8 年 4 月 1 日に運用開始ができるよう、準備を進めること。
なお、本委託終了時には次期委託者及び本市が業務を効率的かつ円滑に運営
できるよう引継ぎを遅滞なく確実に行うこと。 

 【横浜市ふるさと納税特設サイト（ふるさと生活）】 
https://yokohama.furusato-seikatsu.jp/ 

https://yokohama.furusato-seikatsu.jp/
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(2) 寄附情報管理・返礼品発注システム 
ア 業務の遂行にあたっては、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品管理、
返礼品の発注・集荷・配送管理、書類発送管理等を一元的に行う寄附管理
システムを構築するとともに、本市が利用するポータルサイトでの寄附と
連携させた業務の履行を令和８年４月１日から遅滞なく運用ができるよう
にし、受託者の責任において本市の利用環境の構築を行うとともに、その
構築費用については委託料に含むこと。 
本市が利用するポータルサイトから受け付けた寄附の情報について、株式
会社Workthyが提供する「ふるさと納税 do」の機能と同等の情報を取り込
み、寄附情報を一元的に管理することとし、委託に伴う寄附管理システム
の利用環境の構築費用については、委託料に含むこと。 

イ 本委託業務終了時には次期受託者及び本市が業務を効率的かつ円滑に運
営できるよう引継ぎを遅滞なく確実に行うこと。  

(3) 返礼品 
令和８年４月１日以降の返礼品については、本市が作成する返礼品候補台

帳に登載された品の提供について返礼品取扱事業者と契約し、提供すること。
委託期間開始後も随時、返礼品候補台帳に登載された品の事業者と当該契約
を行い、提供すること。    
なお、令和７年９月１日時点の本市の返礼品数及び返礼品取扱事業者数は

以下のとおり。 
 返礼品数        約 1,200件 
 返礼品取扱事業者数   約 362者 

(4) その他 
    本業務に関連して、寄附拡大に向け別途プロポーザルを実施する、WEB

マーケティングを活用した横浜市ふるさと納税プロモーション業務（以下、
「WEBマーケティング業務」という。）の受託者と密に連携を図り、業務を
行うこと。 

 
６ 業務の内容 

委託業務の内容は次のとおりとする。なお、本業務に係るプロポーザルを実
施することにより決定した受託者の企画立案により調整する場合がある。 

(1) ポータルサイトの管理運営業務 
(2) 寄附管理システムの管理運営業務 
(3) 寄附者及び返礼品取扱事業者への対応業務 
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(4) 返礼品の発注、配送、在庫管理及び代金等の精算等に関する業務 
(5) 寄附金受領証明書等の作成及び発送に関する業務 
(6) ワンストップ特例制度に関する業務（紙及びオンライン申請） 
(7) 返礼品の募集・開発に関する業務 
(8) SEO実装業務 
(9) 寄附金の募集に要する経費の管理 
(10) ふるさと納税の指定基準への対応  
(11) 定例ミーティングの実施 
(12) その他 
 

７ 委託業務内容の詳細 

(1) ポータルサイトの管理運営業務 
ア 本市が利用するポータルサイトを経由した寄附の申込に対応すること。 
イ ポータルサイトの自治体ページの作成、更新、修正、充実及び管理運営
（返礼品の在庫管理、更新等を含む。）を適切に行うこと。 

ウ  寄附者へ寄附の受付及び返礼品の配送に関する通知を行うこと。 
(2) 寄附管理システムの管理運営業務 
ア ポータルサイトを経由して受け付けた寄附について、寄附者、寄附金及
び返礼品等に関するデータ等を、寄附管理システムにより一元的に管理す
ること。 

イ 寄附者がポータルサイトを経由せずに本市に寄附を行った場合において
も、本市からの寄附者情報の提供を受け、申込状況、納付状況及び返礼品
の申込みに関する各種情報を正確に管理すること。なお、内容に不備があ
る場合は、直接寄附者に連絡し補完すること。 

ウ 寄附申込状況、寄附金の納付状況・寄附受領証明書や返礼品の配送状況
など寄附申込に係る進捗状況等について、随時本市への情報提供が可能で
あること。 

エ 管理する情報について、各種条件での検索、集計等が可能な機能を有し、
本市において統計資料作成等を行うために加工できるよう、その検索及び
集計等の結果を CSV形式等でのデータ出力を可能とすること。 

オ 寄附獲得状況、寄附件数及び寄附者属性等とともに、寄附の動向につい
て分析を行い、その結果を報告すること。また、分析に用いたデータにつ
いて、個人が特定される情報を削除したデータを毎月本市へ Microsoft 
Excelファイルで納品すること。 
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カ 受託者において新たな寄附管理システムを導入し、運用する場合は、当
該システムにおいて、寄附情報管理、寄附者情報管理、返礼品管理、返礼
品の発注・集荷・配送管理及び書類発送管理等が可能であること。また、
本市及び事業者向けにシステム操作マニュアルを作成し、必要に応じて説
明会の開催や、専門スタッフの派遣等、運用に支障がないサポート体制を
構築すること。なお、導入にあたっては、現行の「寄附管理システム」内
で保有するデータを必要に応じて移行するものとし、その作業及び費用等
については受託者が負担するものとする。本委託終了時には次期受託者及
び本市が業務を効率的かつ円滑に運営できるよう引継ぎを遅滞なく確実に
行うこと。 

キ ポータルサイトから受け付けた寄附について、寄附申込受付日の翌日ま
でに「寄附管理システム」へデータの取込作業を行うこと。（土・日祝日に
ついては本市の翌開庁日まで） 

ク ポータルサイトから受け付けた寄附実績について、毎月 10日（土・日祝
日については本市の翌開庁日まで）までに、Microsoft Excelファイルで納
品すること。納品の際には、「５(1)ア」のポータルサイトで受け付けた寄
附実績と「５(1)イ」のポータルサイトで受け付けた寄附実績でシートを分
け、それぞれ本市の寄附メニュー（寄附金の活用先）毎に前月の寄附実績
を集計して納品すること。 

(3) 寄附者及び返礼品取扱事業者への対応業務  
ア 本業務の問い合わせに対応するため、コールセンター（電話、FAX 及び
メールアドレス等）を設置し、ポータルサイト等において明示するものと
する。なお、対応時間は、休日等を除く月曜日から金曜日の午前９時から午
後５時 15 分までを基本とする。ただし、年末・年始の繁忙期については、
本市と協議のうえ、回線を増設し、受付時間の延長や休日等の対応につい
て決定する。 

イ コールセンターは、寄附者等からの寄附の申し込み手続き、返礼品、発送
書類、ワンストップ特例制度、寄附のキャンセル（原則、キャンセルは不可）
及び、その他ふるさと納税に関する全般の問い合わせに対して、電話、メー
ル等による対応が可能であること。 

ウ 受託者は、コールセンターへ寄せられた問い合わせ内容等については、シ
ステム等に記録し、本市と情報共有すること。 

エ 返礼品に関する苦情については、速やかに状況の確認を行い、必要と認め
られる場合は、返礼品取扱事業者や配送事業者等に対して対策を求めるなど、
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苦情の解消に向けた調整を行うとともに、適宜、本市に報告を行うこと。 
オ 緊急及び重要な問い合わせの場合には、速やかに本市に報告し、受託者と
両者で協議し対応するものとする。 

カ 返礼品取扱事業者が返礼品の掲載、発送、寄附者対応等を円滑に行えるよ
う必要に応じて支援を行うこと。 

キ 新たな返礼品の登録を希望する事業者からの問い合わせに対し、本市の返
礼品等募集要領や国の定める地場産品基準を参考に適切に対応すること。ま
た、返礼品取扱事業者からの問い合わせについては、必要に応じて本市に確
認等を行い、適正に対応すること。 

ク ポータルサイトの利用が困難な方で本市への寄附を希望する場合におい
て、本市が提供できる返礼品が分かる資料を作成し送付するとともに、寄附
申込の案内を送付すること。 

(4) 返礼品の発注、配送、在庫管理及び代金等の精算に関する業務 
ア 寄附管理システムを活用し、返礼品取扱事業者への返礼品の発注及び配
送の管理を行い、本市が随時確認できる仕様とすること。 

イ 受託者は、返礼品等の調達・配送等を行うこと。なお、これらの実施に
必要となる返礼品取扱事業者との契約等については受託者の責任において
対応し、返礼品取扱事業者へ返礼品代金及び配送業者への送料代金等、返
礼品の調達に係る費用の支払いを代行すること。 

ウ 返礼品取扱事業者への返礼品の発注は、寄附金の納付が確認でき次第、
迅速に行い、寄附者が入金してから 30 日以内に寄附者が指定する送付先
に返礼品が届くよう配送状況を管理し、必要に応じて返礼品取扱事業者を
指導すること。ただし、寄附者が受取日を指定した場合、返礼品が季節限
定品等である場合及び、本市が他に定める場合等、30日以内の発送が困難
な場合は別の取り扱いとする。なお、本市所管部署が自ら返礼品を調達及
び配送を担う場合には、本市が指定する所管部署に寄附者に関する情報を
連絡すること。 

エ 返礼品の配送について、寄附者に対して配送に関する事前メールを送信
すること。 

オ 返礼品の品質の管理について、ふるさと納税に係る総務省通知等、関係
法令等を遵守するよう、返礼品取扱事業者に対し適切な助言や指導監督を
行うこと。 

カ 返礼品の数量の管理について、在庫切れが生じないよう、ポータルサイ
ト別に在庫設定を行うとともに、ポータルサイト間の在庫振り分けについ
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ても、適切に行うこと。 
キ  返礼品の配送遅延又は返礼品の破損等、配送に係るトラブルが生じた場
合は、寄附者等への対応を行うこと。 

ク  返礼品調達費及び配送料は、返礼品取扱事業者の納品実績に基づき、受
託者が返礼品取扱事業者及び配送事業者へ支払うものとする。なお、本市
への委託料の請求に当たっては、毎月の実績を集計の上、返礼品取扱事業
者名、返礼品名称、発送数量、発送日等の内訳が分かる明細を添付するこ
と。 

ケ  発送時期や提供数、発送対象地域が限定された返礼品等についても適切
に管理すること。また残数を超えた申込の制限、発送対象地域の制限、使
用するポータルサイトに応じた返礼品送付対象外の寄附者（横浜市民・法
人）からの返礼品申込を制限する仕組みを設けること。 

コ  寄附者、返礼品取扱事業者、配送事業者や本市との各種調整を行うこと。 
(5)  寄附金受領証明書等の作成及び発送に関する業務 
ア  寄附金の収納を確認できたものについて、本市指定の様式にて寄附金受
領証明書を作成し、原則２週間以内に寄附者に対して発送すること。寄附
者から特に寄附金税額控除に係る申請特例申請書（以下、「ワンストップ特
例申請書」という。）の送付希望がない場合は、圧着はがきの形式で送付す
るものとし、寄附者がワンストップ特例申請書の送付を希望した場合には、
ワンストップ特例申請書、ワンストップ特例申請書記載例、返信用封筒作
成用紙を封筒に封入・封緘し、発送すること。 

イ  アの書類の構成・詳細については、本市と協議の上決定することとし、
委託期間中に見直すこともある。 

ウ  ワンストップ特例申請書には寄附者情報を入力の上、送付すること。 
エ  寄附金受領証明書等の発送に必要な郵便料、送付用の封筒及びワンスト
ップ特例申請書の返信用封筒作成用紙は、受託者の負担において作成する
こと。なお、ワンストップ特例申請書等の返信用封筒の郵送料は本市の負
担とするが、受託者側で郵送料を支払い、実費を本市へ請求すること。 

オ  発送後、住所不明等での戻り分については、電話等による住所確認作業
を行い、速やかに再発送すること。 

(6)  ワンストップ特例制度に関する業務（紙及びオンライン申請） 
ア  受託者は、ワンストップ特例申請書の受付業務を本市に代わり行うこと。
受付方法については本市と協議の上、決定するものとする。 

イ  受付業務の範囲は、申請書類（変更申請を含む。）の受付、申請書類の審
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査、申請不備者の対応、申請を受理した寄附者への受付済み通知の発送（電
子メール可）、これらに関する問い合わせ対応、及び控除申告用 CSV デー
タ（eLTAX 送信レイアウトに合わせること。）の作成とする。 

ウ  申請書等（添付書類として紙で提出された本人確認書類含む）の書類は 
施錠管理を徹底し、リングファイル等でファイリング管理した上で委託業 
務の完了まで保管すること。 

エ 委託業務が完了した際は、速やかにファイリング管理していた申請書（添 
付書類として紙で提出された本人確認書類含む）を本市へ返送すること。
返送時に申請書の対象者一覧及び対象者ごとの申請書一式の詳細を記した
資料を添付すること。搬送業者を利用する場合は、情報セキュリティの確
保を約した搬送サービスを利用すること。 

オ  本市は、株式会社Workthyが提供する「オンラインワンストップ（自治
体マイページ）」を、利用しており、このサービスと同等の機能を持つサー
ビスを継続し、令和８年４月１日から遅滞なく運用し、寄附者へ提供でき
るようシステム環境を整えること。また、過去５年程度の寄附情報を管理
できるようシステム環境を整えること。 

(7)  返礼品の募集・開発等に関する業務  
ア  受託者は、本市が提供する情報、受託者が独自に入手した情報、受託者
が持つ企業人脈などをもとに、本市が定める「横浜市ふるさと納税推進事
業要綱」、「横浜市ふるさと納税返礼品等募集要領」及び国の定める「地場
産品基準」等に適合した返礼品及び返礼品取扱事業者を募集するとともに、
生産者・事業者と交渉し、商品選定や開発を行い、本市に対して提案する
こと。 

イ  返礼品については、市内の地場産品はもとより、市内で提供されるサー
ビス等、多様な提案を行うこと。 

ウ  アにおける本市への提案にあたっては、受託者が返礼品取扱事業者と調
達価格、在庫数、受付期間等の必要な協議を行うこと。 

エ  アにおける返礼品及び返礼品取扱事業者の募集について、受託者は、イ
ンターネット経由のシステムを使用した、随時応募を受け付ける体制とし、
応募状況を本市に報告すること。応募があったもののうち、書類の不備等
があった場合には、必要な情報を聞き取り、本市が定める様式の体裁を整
えた上で本市に報告すること。提出を受けた申請のうち、本市が返礼品候
補台帳に登載すると判断し登載した品及びサービスについて、返礼品取扱
事業者と契約を行い、返礼品として提供すること。 
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オ  本市の魅力を効果的に発信し、市内産業の振興に資する返礼品の企画提
案、新規返礼品の開拓及び既存返礼品の魅力向上の取組を行うこと。その
際、本市の返礼品申し込み状況や市場の動向を踏まえ、受入寄附額増に向
けた地場産品の掘り起こしや、シティプロモーションの観点から本市への
誘客につながるような返礼品を開発し、提案を行うこと。 

カ  受託者が返礼品として提供開始できる品及びサービスは、本市が作成す
る返礼品候補台帳に登載された品及びサービスに限る。 

キ  ポータルサイトへの掲載にあたって、返礼品の写真、説明文といったコ
ンテンツを準備し、ポータルサイトごとの特色を踏まえ、掲載内容の充実
を図ること。また、掲載にあたり返礼品取扱事業者から収集した写真等の
コンテンツは、契約期間終了後に本市へ提供し、原則本市において使用可
能な状態とすること。  

ク  市場動向に応じた調達価格の調整を行うこと。 
(8)  SEO実装業務 

寄附額の増加を目的とした以下の施策を実施すること。実施にあたっては、
本市及びWEBマーケティング業務の受託者と密に連携を図り、実施するこ
と。 
ア  本市が利用するポータルサイトの返礼品等の掲載情報について、迅速か
つ適切な管理・更新・定期的な改善を実施すること。返礼品や紹介文の掲
載には、別途委託予定である、WEB マーケティング業務の受託者と連携
し SEO対策に配慮した掲載とすること。 

イ  各ポータルサイトの機能、特色を活用した、バナー制作、写真加工等を
行い、本市サイトの充実を図ること。 

ウ  受託者で作成・加工した画像等や、必要に応じて WEB マーケティング
業務の受託者から提供されるテキスト、画像等を使用し、特集ページを作
成・編集・追加を行うこと。 

エ  返礼品の掲載に際しては、返礼品の魅力が十分に伝わるよう、必要な写
真撮影・加工、返礼品の紹介文の作成等について、寄附者への訴求力を高
める工夫を凝らすこと。その際には、総務省告示に対応する掲載が必要な
内容について留意し、使用する画像、紹介文などは著作権、肖像権、及び
その他の権利に抵触しないよう留意すること。 

オ  寄附先として選ばれるために、寄附者に向けた本市の返礼品やシティプ
ロモーションに資する情報が掲載されたパンフレットを作成し、制作物は
電子データで本市に納品すること。パンフレットの体裁・仕様は本市と協
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議の上、決定すること。 
カ  ポータルサイト運営会社や、報道・雑誌媒体等各種メディアが提案する
取材・記事作成等無料のキャンペーン、パブリシティー等に対して、本市
と協議の上、実施すること。 

キ  各ポータルサイトでの本市ページへのアクセスや寄附者の返礼品の選択
に影響を及ぼす、返礼品に関する寄附者からのレビュー数を増加する施策
を考案し、実施すること。 

ク  受託者で作成・加工した画像等や、必要に応じて WEB マーケティング
業務の受託者から提供されるテキスト等を使用し、ポータルサイトの機能
を活用したメールマガジンの配信による返礼品や本市の魅力発信を実施す
ること。その際、本市のシティプロモーションに資する内容についても必
ず配信内容に含めることとし、月１回以上配信すること。 

ケ  本市のファン、リピーターの増加、寄附者１人あたりの寄附単価を上昇
させるような取組を図るため、効果的な手法を提案し、本市と連携して実
施すること。 

(9)  寄附金の募集に要する経費の管理 
平成 31年総務省告示第 179号第２条第２項に基づき、寄附金の募集に要

する費用は返礼品調達費 30％を含み各年度の寄附金額の 50％を超えない範
囲において、委託業務（提案する新たな取組を含む。）が実施できるよう、
本委託業務の対象外の経費（ポータルサイト使用料、決済手数料、人件費、
広報に係る経費等）も勘案し、配送料の圧縮を意識するなど、寄附金の募集
に要する経費の管理を行うこと。なお当該告示が改正等された場合において
は、後継の制度によるものとする。 

(10) ふるさと納税の指定基準への対応  
  ア ふるさと納税制度に改正等が生じた場合は、ポータルサイトへの掲載内

容の変更や返礼品取扱事業者への対応等、必要な対応を迅速かつ適切に行
うこと。 

 イ 経費率 50％基準を踏まえ、業務全般にわたって経費率抑制の意識を持つ
こと。 

ウ 食品返礼品の取り扱いにおいては、募集適正基準や総務省通知「ふるさと
納税の返礼品として提供される食品の表示に係る関係法令遵守について」を
踏まえ、産地名の適正な表示を確保するよう、返礼品取扱事業者に対し、必
要な調査、確認を行うとともに、適正な表示が行われていないことが疑われ
る場合等には実地調査を行うなど適切に対応すること。また、契約において
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は、適正な表示が確保するために必要と考えられる内容を盛り込むこと。 
(11) 定例ミーティングの実施 

上記(1)～(10)及び（12）の取組について、本市への報告及び協議の場とし
て定例ミーティングを最低でも月２回以上は実施すること。なお、開催方式
は本市と受託者との協議による。 

(12) その他 
ア 本委託業務の個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所（以  
下、「作業場所」という。）、その他必要となる環境については、受託者負担   
により用意するものとする。個人情報保護のために、受託者は作業中入退出  
管理ができる作業場所を設置し、あらかじめ本市の承認を受けることとし、 
当該作業場所以外の場所において業務を実施してはならない。 

イ 本委託業務を処理するために本市から貸与され、又は受託者が収集し、複 
製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等（複写及び複製したも 
のを含む。）は、防災防犯対策その他の安全対策を講じられた施錠可能な場 
所を設置して保管すること。 

ウ 受託者は、委託業務に着手する前に、(12)ア及びイに定める安全対策、管
理責任体制及び年間スケジュールについて本市に報告すること。また、提出
にあたっては提案した内容（業務実施体制等）をもとに各業務についての責
任者や担当者を記載すること。 

エ 委託業務の実施にあたっては、各種法令等の内容を遵守すること。 
オ その他、市場調査を実施し、ふるさと納税に関するサービスで活用できる
ものがあれば提案すること。特に寄附額を増やすための方策や業務効率化・
業務軽減につながる方策があれば提案すること。 

カ ふるさと納税制度の運用において重要と判断される事項に柔軟に対応す
ること。 

キ 業務の遂行にあたっては、本市、ポータルサイト運営事業者及びWEBマ
ーケティング業務の受託者と連携を図ること。 

 
８ 寄附情報等の管理 

受託者は、委託業務に関する資料を書面又は電磁的記録により一定期間保存
すること。 

 
９ 再委託の禁止 

受託者は本業務について、一括して第三者に委託し又は請け負わせてはなら
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ない。ただし、本市と協議の上、業務の一部を委託することができるものとす
る。  
この場合、あらかじめ書面により本市の承認を得なければならない。 

 
10 報告及び検査 

(1) 受託者は、前月に実施した業務内容を業務報告書に取りまとめ、翌月 15
日までに本市に提出し、検査を受けるものとする。 

(2) 本市は、上記のほか必要があると認めるときは、受託者に対して委託業
務の履行状況、その他必要事項について報告を求め、検査することができ
る。 

 
11 業務委託料 

受託者に支払う経費は次のとおりとする。また、業務委託料については
「10(1)業務報告書」を毎月本市に提出し、検査を受けたものについて支払う
ものとする。 

(1) 基本委託料 
ア 対象寄附金額（ポータルサイト経由の寄附及びポータルサイト非経由
かつ返礼品ありの寄附）に対する一定割合とする。（ポータルサイト非経
由かつ返礼品なしの寄附に係る委託料は発生しない。） 

  なお、５（１）ア及びイに示す各ポータルサイトの仕様や管理業務内
容等に差異があることを踏まえ、受託者は、「全サイト一律の料率による
提案」、または「ポータルサイトごとに異なる料率による提案」のいずれ
かを選択し、合理的な根拠を添えて提示することができるものとする。 
また、ポータルサイト非経由かつ返礼品なしの寄附に係る基本委託料は
発生しない。 

イ 11 (2)～(4)及び(8)に記載する経費を除いた本委託業務の履行に必要
な経費。ただし、本市が直接契約する各ポータルサイトの使用に係る経
費、及びクレジットカード等決済に係る経費はこれに含まない。 

(2) 返礼品調達費 
実際に返礼品の調達に要した費用。ただし、各ポータルサイトから直接

調達する返礼品や本市所管部署が自ら調達する費用はこれに含まない。 
寄附１件あたりの調達費は、当該寄附金額の３割を上限とし、梱包代等の
諸経費並びに消費税及び地方消費税相当額を含む。 
なお、平成 31 年総務省告示第 179 号が改正等された場合においては、
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後継の制度によるものとする。 
(3) 返礼品配送料 

実際に返礼品の発送にかかった費用。ただし、本市所管部署が自ら発送
する費用はこれに含まない。 

(4) 寄附金受領証明書等発送費 
     寄附金に対する受領証明書の発送費。 

(5) ワンストップ特例申請処理費（紙申請） 
紙申請によるワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要する 

費用。 
(6) オンラインワンストップ特例申請処理費 

     オンラインによるワンストップ特例申請書の受付及びデータ作成に要
する費用。 

(7) 圧着はがきでの通知処理費  
紙申請によるワンストップ特例申請者のうち、メールアドレスが無い寄 

附者への圧着ハガキでの通知処理費。 
(8) ワンストップ特例申請書等返信用郵便代 

ワンストップ特例申請書の返信用封筒の郵送料として実際に受託者が 
負担した費用。 

(9) オンラインワンストップを利用するための利用料  
 

12 委託料の支払 

委託料（返礼品等の調達及び送付に係る費用を含む）の支払については、本
市が別に定める期別（原則 1か月、ただし、本市と受託者との協議により、1
か月を超える期別の設定をした場合はこの限りではない。）ごとに寄附受納状
況等を本市に報告し、確認を受けた上で請求するものとし、本市は適正な請求
を受理した日から 30日以内に支払うものとする。 
 

13 返礼品の調達・発送等に係る契約不適合責任 

(1) 本市は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等に係る契約不適合責任を負
わない。 

(2) 受託者は、寄附者に対し、返礼品の調達・発送等に係る契約不適合責任を
負う。 

 
14 法令遵守及び個人情報の管理 
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(1) 平成 31 年総務省告示第 179 号など、ふるさと納税に係る総務省通知等、
国が定めた基準を遵守すること。 

(2) 地方自治法、同法施行令、地方税法等の関係法令を遵守すること。 
(3) 法改正、制度改正の動向を注視し、常に最新の法令、基準を遵守すること。 
(4) 本委託については、「委託契約約款」、「個人情報取扱特記事項」、「電子計

算機処理等の委託に関する情報取扱特記事項」が適用される。 
(5) 業務上取得した個人情報の取扱については、前項とともに、横浜市個人情

報保護条例その他関係法令・規則を遵守し、保護の徹底を図らなければなら
ない。    
また、本委託業務終了後または本契約解除後も同様とする。なお、あらか

じめ事前に承認を得た再委託事業者も同様とする。 
 
15 情報セキュリティの確保 

委託業務の履行にあたり、個人情報を含む情報の取扱について、情報セキュ
リティの重要性を認識し、情報の漏えい、紛失、盗難、改ざんその他事故等か
ら保護するため、適切な管理を行うこと。 

 
16 損害賠償 

委託業務の実施にあたって受託者の故意または過失により発生した損害（第
三者に与えた損害を含む）について、賠償の責任を負うこと。但し、その損害
のうち、返礼品取扱事業者、寄附者、または第三者の責めに帰する事由により
生じたものについては、この限りではない。 

 
17 成果物の保持及び削除の制限 

(1)  受託者は、本業務により作成された成果物（ポータルサイトにおけるウェ 
ブページ、画像、テキスト、クチコミ情報等を含むがこれに限られない） 
について、契約終了後も委託者の指定するポータルサイト上に残置されるこ
とを了承するものとし、委託者の事前の書面による承諾なく、当該成果物の
全部または一部を削除、改変、非表示化、またはその他の方法により閲覧不
能とする行為を行ってはならない。 
ただし、ポータルサイトの仕様変更、第三者の行為、または不可抗力によ

り成果物の全部または一部が閲覧不能となった場合には、受託者は速やかに
委託者に報告するものとし、当該事由について、故意または重大な過失がな
い限り、責任を負わないものとする。 
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(2) 成果物は、納品後も委託者が確認・検収を完了するまで、受託者の責任に 
おいて適切に保存すること。 

(3) 受託者が本条に違反し、成果物を無断で削除や改変した場合、委託者は受 
託者に対し、当該削除によって生じた損害（再作成費用、営業機会の逸失等
を含む）について、賠償を請求するものとする。 

 
18 引継ぎ 

本委託業務開始時及び終了時においては、業務を効率的かつ円滑に運営でき
るよう、準備及び引継ぎを遅滞なく行うこと。 

（1） 契約締結後は、前受託者から業務を円滑に引き継ぎ、返礼品提供事業者と 
の契約締結や各ポータルサイトのページ作成等を行い、令和８年 4月 1日か
ら寄附者へのサービスが従前と同水準で開始できるよう、必要な準備を進め
ること。なお、準備期間については、委託料は発生しないものとする。 

（2） 返礼品取扱事業者との契約、ポータルサイトページの作成は可能な限り、 
早期に行うこと。また、返礼品取扱事業者の返礼品送付業務が滞りなく開始 
できるよう必要な支援を行うこと。 
 

（返礼品候補台帳の調製スケジュール予定） 
令和８年１月末まで 現行の受託者による公募受付・返礼品審査  

２月～    新規受託者による公募受付・返礼品審査開始 
３月中   新規受託者による契約手続き、ポータルサイト掲載準備 
４月～   新規受託者による令和８年度返礼品提供開始 

（詳細は本市と協議の上、決定する。） 
 
（3）令和９年３月 31 日までに受けた寄附申出に対する返礼品の発注、配送管

理、ワンストップ特例申請の受付、その他寄附者への対応は、契約期間終了
後も責任を持って行うこと。また、令和９年度に受託者が変更となる場合、
次期事業者決定後、受託者は、本委託業務を令和９年４月１日から受託する
事業者（以下、「後委託事業者」という。）に対して、令和９年３月 31日ま
でに、本委託業務の詳細や、必要な情報の引き継ぎを行うこと。その際、後
委託事業者との引継ぎに対し要する費用については、両者の協議により応
分に負担すること。以上の引継ぎに要する費用は全て委託料に含むことと
し、本市は委託料以外の費用は一切負担しない。 
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19 特記事項 

(1) 委託業務内容については、仕様書（受託者の特定後、本業務説明資料に基
づく内容及び受託者の提案した内容について、本市と協議を行い作成した
もの）を遵守し実施すること。 

(2) 業務の遂行にあたっては、本市と十分に協議を行い、本市の意見や要望を
取り入れながら実施すること。 

(3)  委託業務の履行にあたり、本市は、受託者が必要とする資料の提供につい
て便宜を図るものとする。 

(4)  本市または本市の関係者から提供を受けた資料等は、委託業務にのみ使用
するものとする。ただし、第三者に提供する場合であらかじめ本市の承諾を
得たものについてはこの限りではない。 

(5)  本業務の遂行に伴う打合せ、資料、計画等の内容については、本市の承諾
を得た場合を除き、第三者に漏洩しないこと。 

(6)  受託者は、委託業務の遂行にあたり、第三者の知的財産権（著作権、意匠
権、商標権等）、プライバシー又は肖像権・パブリシティ権その他の権利を
侵害しないこと。 

(7)  受託者は、本市に対し、本契約に基づき受託者が制作した各ポータルサイ
トに掲載する文章、写真に関連する著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 
号）第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）を譲渡するものとする。
また、受託者は、上記の著作物に関する著作者人格権を、本市及び本市が指
定する第三者に対して行使しないものとする。 

(8) 仕様書に記載のない事項その他業務の履行上必要な事項については、本市
と受託者で協議の上、決定する。 

 


